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改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 

施設使用料 

区分 使用料（円） 

実験室 
2,160 

研究室 

備考 

 １～３ （略） 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、平成３１年１０月１日以後の施設の使用につ

いて適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受け

た平成３１年１０月１日以後の施設の使用については、なお従前の例に

よることができる。 

 

別表 

施設使用料 

区分 使用料（円） 

実験室 
2,200 

研究室 

備考 

 １～３ （同 左） 

 


